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法務省における新水際対策
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【セカンダリ審査】
上陸目的にわずかでも疑念を持たれた申請者について，最初の（第１次的な）審査

ブースでの審査を長時間続けるのではなく，慎重審査のための第２次的な審査場を
設け，同所においてじっくり事情を聞く審査手法である「セカンダリ審査」の導入に向
けた試行・検討を行っている。

【ツイン審査】
現行の１対１による審査方式を変更し，１人の外国人に対し，偽変造文書鑑識のエ

キスパートを加えた２人の入国審査官が業務を分担して上陸審査を行う「ツイン審査
方式」の導入に向けた試行・検討を行っている。

【リエゾンオフィサー】
多くの偽変造旅券所持の出発地点である特定の外国の空港に入管職員（「リエゾン

オフィサー」）を派遣し，我が国に出発しようとする者の旅券を確認し，それが偽変造
旅券であれば，その者を乗せようとする航空会社に対し助言を行うことにより我が国
への不法入国を事前に防止する方策について検討を行っている。

【プレクリアランス】
多くの地方空港への乗り入れ便の出発地点であり，水際対策の集中化という効果

が特に発揮されることが想定される特定の外国の空港において我が国に向けて出発
する外国人渡航者の事前チェックを行う「プレクリアランス」の実施について検討を
行っている。

個 別 施 策 効 果

十分な慎重審査を行うこと
により周到に上陸目的を偽
る不法入国者の水際排除

インタビューに専念した入
国審査により虚偽の上陸
目的を見破ると同時に偽変
造文書に係る慎重な審査
を実施

偽変造旅券を行使して不
法入国を試みる外国人の
入国を事前阻止

分散化する不法入国者を
集中的に事前阻止

【バイオメトリクスを活用した出入国審査の導入】
旅券等へのバイオメトリクス導入に関する国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）における国際

標準化作業等を踏まえ，顔画像，指紋等のバイオメトリクスを活用した出入国審査の
導入について調査・研究等を行っている。

バイオメトリクスによる本人
確認及び要注意人物情報と
の照合により，テロリスト等
の入国を水際で確実に防止
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現　状 将来像(ｾｶﾝﾀﾞﾘ審査導入後)

セカンダリ審査イメージ図



ツイン審査イメージ図
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【本人との対面審査】
　【本人との対面審査】
　・旅券と本人との同一人確認
　・国籍等のヒアリング
　・入国目的，本邦での活動内容，
　　滞在先，滞在期間の確認，不法
　　就労目的の有無のチェック
　・ＥＤカード記載内容の確認，
　・システムへのデータ入力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
等
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【書面等の審査】
　・ブラックリスト等との照合
　・偽変造文書鑑識
　・帰国用チケットの有無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
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【本人との対面審査】
　・旅券と本人との同一人確認
　・国籍等のヒアリング
　・入国目的，本邦での活動内容，
　　滞在先，滞在期間の確認，不法
　　就労目的の有無のチェック
　・ＥＤカード記載内容の確認，
　・システムへのデータ入力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

単独で，同時に，
対面及び書面上の審査

厳
格
な
審
査
に
も
限
界

【書面等の審査】
　・ブラックリスト等との照合
　・偽変造文書鑑識
　・帰国用チケットの有無
　　　　　　　　　　　　　　　　　等



Passport

生体情報端末で取得した
出入国者の顔画像

（追加的に指紋及び虹彩
情報を取得）

ICチップ等による生
体情報導入旅券

ICチップ等の内の
生体情報

照合（＊1）

要注意外国人生体情報

照合
（＊2）

要注意外国人等情報照合装置生体情報端末

外国人 X

１９６４年○月×日

外国人A

１９６４年○月×日

外国人 Y

１９８０年×月××日

外国人 Z

１９４４年×月×○日

外国人A

１９６４年○月×日

バイオメトリクス
を活用した出入
国審査（構想）

ICチップ等の
生体情報読取

＊１ 偽変造等対策
生体情報を読み取る

端末で，出入国者自身
から顔画像等を取得し，
同時に旅券から読み
取った生体情報と照合
することによって本人
確認を行い，偽変造旅
券行使やなりすましを
阻止する。

＊２ 要注意外国人対策
出人国者の生体情

報とテロリスト等要注
意外国人にかかる生
体情報との照合を行
うことにより，これらの
者の上陸を阻止する。



リエゾン・オフィサーの派遣について

現状
・　偽変造旅券を行使する者が各国の航空機を使い，日本各地の空港に不法入国を図ろうとしている。
・　日本の空港で偽変造旅券行使者を発見した場合，その者を運んできた航空会社の責任により，出発地へ送り返している。

リエゾン・オフィサーの役割

偽変造文書行使者の
国境を越える移動を

事前に阻止

現状に対する打開策
・　日本に出発する前に偽変造旅券行使者を航空機に乗せないことが最も効果的な不法入国事案防止策である。

具体的施策
・　外国の空港に職員を派遣し，日本に出発しようとする者の旅券を確認し，それが偽変造旅券であれば，その者を乗せようとする航空会社に
助言を行うなどの活動を行う。

リエゾン・オフィサー（Liaison Officer）とは，IATA（国際民間輸送協会）において定義されているものであり，現在G８各国
は自国の入国管理職員を航空機の出発地に派遣し，搭乗前の乗客が所持する旅券の有効性を確認するなど，偽変造旅
券行使者の移動を阻止する取組みを各国で行っている。

リエゾン・オフィサーとは？



プレクリアランスについて

チャーター便等地方空港への乗り入れ便を多く出発させており，水
際対策の集中化という効果が発揮されると想定される特定の外国の
空港において，我が国に出発する外国人渡航者の事前チェック

観光旅行客を乗せたチャー
ター便の運行が増加してい
るとともに，定期便が運行
していない地方空港への乗
り入れも増加している。
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テロリスト等の入国を事前に阻止


